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建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度について 

 

令和６年（2024 年）10月   

熊本市工事契約課   

 

本市の発注する建設工事（一部工事の業務委託を含む。）では、建設業退職金共済制度（（下「建建

退共」という。）のより一層の普及徹底を図るため、建設業退職金共済証紙の貼付（（出））実績の

確認をしています。 

また、建退共関係書類と併せて、工事期間を補償していることが確認できる法定外労災補償に関

する書類を確認しています。 

つきましては、次項の（建建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度に関する提）書類チ

ェックリスト」にしたがって、施工担当課（室）の監督員へ書類の提）をお願いします。 

 

 

1） 建退協関係の各様式は、熊本市入札・契約（工事等）ホームページの建様式集（契約書関係書

類）」又建退共事業本部ホームページからダウンロードしてください。建退共制度全般につい

ては、建退共事業本部ホームページを参照してください。 

熊本市入札・契約（工事等）ホームページ 

URL https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3330&class_set_id=2&class_id=148 

建退共事業本部ホームページ 

URL https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html 

建設業退職金共済事業本部 パンフレット等（(taisyokukin.go.jp) 

2） 建退共関係書類及び法定外労災補償加入証明書は、写しの提）でも可とし、押印は不要です。

なお、法定外労災補償加入証明書の貼付用台紙は廃止しています。 

3） 「請契約が数次にわたる場合、「請業者が作成する書類は、順次上位請負者を経由して元請業

者へ提）してください。 

4） 必要に応じて、上記書類のほか、関係資料の提）を求める場合があります。 

5） 提）書類の作成、内容確認等にあたっては、次項下降の提）書類チェックリスト及び各書類の

記入例をご確認ください。 

 

【お問合せ】熊本市総務局契約監理部工事契約課 電話 096-328-2442 

https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3330&class_set_id=2&class_id=148
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/siryou/siryou01.html
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建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度に関する提出書類チェックリスト 

提）時期 提）書類 確認事項 受注者 

チェック 

発注者 

チェック 

請負契約締結後 

１ヶ月以内 

 
※ 電子申請方式

による場合で、
建掛金収納書

（電子申請方
式）」の提）が
間に合わない

場合は、当該書
類のみ請負契
約締結後40（日

下内 

共済証紙の購入あり 
□ 掛金収納書提）用台紙（建退共様式第 033 号・統

一様式-4-1） 
※電子申請方式の場合は建□（掛金収納書（電子申
請方式）」を提）。下「同じ。 

□ 証紙の購入金額（電子申請方式の場合、退職金ポイント）は、建共済証紙購入の考え方」で
計算した金額下上となっているか 

□ 建退共対象労働者数が把握できない場合の購入率は、総工事費・工事種別に合致した購入率
となっているか 

  

共済証紙の購入なし 又は 購入遅延の場合 
□ 建設業退職金共済証紙（購入遅延・無購入）申）書
（市様式） 
＋添付書類（申）に応じて様式記載の書類を添付） 
 ※電子申請方式の場合は、手持ち証紙を証する書

類として建□（共済証紙受出簿（建退共様式第
030 号）」の代わりに（建□（退職金ポイントの残
高が確認できる書類」を提）。下「同じ。 

無購入の理由が建共済証紙の手持ちがある場合」 
□ 掛金収納金額算定根拠が適切に記載されているか 
□ 建共済証紙受出簿」の残高は、必要な掛金収納額下上となっているか 

  

無購入の理由が建（元請・「請業者いずれも）建退共制度下外の退職金制度に加入している場合」 
□ （元請・「請業者の）建建設業退職金共済制度加入労働者数報告書」が添付されているか 
□ 他の退職金制度に加入していることを証明する書類（加入証明書や契約書、退職金規程の写

しなど）が添付されているか 

  

購入遅延の場合 
□ 購入遅延の理由は、期限内に掛金収納書を提）できない事情があると認められる理由となっ

ているか（例：契約当初は工場製作の段階であるため、建退共の対象労働者を雇用しない等） 

  

□ 法定外労災補償加入証明書 □ 補償期間は、工期（現場着手から工期末まで。余裕工期設定案件の余裕期間を除く。）をカ
バーしているか 

  

施工中 増額変更や対象労働者の就労日数が予定より増加した
こと等により、必要な共済証紙が不足する場合のみ 
□ 掛金収納書提）用台紙（建退共様式第 033 号・統

一様式-4-1） 
余剰証紙を利用する場合 
□ 建設業退職金共済証紙（購入遅延・無購入）申）

書（市様式） 
＋ □（共済証紙受出簿（建退共様式第 030 号） 

□ 証紙の購入金額（電子申請方式の場合、退職金ポイント）は、建共済証紙購入の考え方」で
計算した金額下上となっているか 

  

余剰証紙を利用する場合 
□ 掛金収納金額算定根拠が適切に記載されているか 
□ 共済証紙受出簿（建退共様式第 030 号）の残高は、必要な掛金収納額下上となっているか 

  

工期延長により、当初の補償期間が工期をカバーしな
くなった場合のみ 
□ （法定外労災補償加入証明書 

□ 補償期間は、変更後の工期（現場着手から工期末まで。余裕工期設定案件の余裕期間を除く。）
をカバーしているか 

  

工事完成時 

 

※ 工事完成通知

書と併せて提

） 

共済証紙の貼付実績あり 
□ 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表（建退

共様式第 031 号・統一様式-4-2） 
□ 工事別共済証紙受出簿（建退共様式第 032 号） 

電子申請方式の場合は、建□（掛金充当書（工事別）」 
を提）。 

□ （（貼付実績のない元請（・「請業者の）建設業退職金
共済制度加入労働者数報告書（建退共事務受託様
式第 6 号）＋添付書類（様式記載の書類を添付） 

□ （建建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表」の“（２（建退共対象労働者”の“建退共対象
労働者延べ就労日数（掛金充当日数）”は、契約時に確認した購入証紙又は手持ち証紙枚数
下内となっているか 

□ 建建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表」の“建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充
当日数）”と、建工事別共済証紙受出簿」の“出）（B）”の計は一致しているか 

□ 貼付実績のない元請・「請業者の建建設業退職金共済制度加入労働者数報告書」が添付され
ているか 

□ 建建設業退職金共済制度加入労働者数報告書」には、他の退職金制度に加入していることを
証明する書類（加入証明書や契約書、退職金規程の写しなど）が添付されているか 

□ 他の退職金制度の加入・適用がない「請業者に対しては、元請業者から建退共制度の周知、
加入促進を行ったか 

  

共済証紙の貼付実績なし 
□（（（元請・「請業者の）建設業退職金共済制度加入労 

働者数報告書（建退共事務受託様式第 6 号） 
＋ 添付書類（様式記載の書類を添付） 

※契約時に提）済の場合は、提）不要 

□ 元請・「請業者の建建設業退職金共済制度加入労働者数報告書」が添付されているか 
□ 他の退職金制度に加入していることを証明する書類（加入証明書や契約書、退職金規程の写

しなど）が添付されているか 
□ 他の退職金制度の加入・適用がない「請業者に対しては、元請業者から建退共制度の周知、

加入促進を行ったか 
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購入金額が、建共済証紙

購入の考え方」で計算し

た金額下上となっている

か確認してください。 

建設キャリアアップシステムに未登録の場合は、全ての様式につ

いて建設キャリアアップシステムに関する事項は記入不要です。 

工事番号は建入札情報公開サービスシステム（PPI）」

又は建履行保証のお知らせ」により確認してください。 

購入率（建退共ホームページ掲載） 

工事種別の判断について、詳細は建退協事業本部ホームページをご確認ください。 

  

http://ebid.kumamoto-idc.pref.kumamoto.jp/PPIAccepter/TopServlet
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa2-4.html
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「建設業退職金共済証紙（購入遅延・無購入）申出書」の記入例 
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cc   
残高が建建設業退職金共済証紙（購入遅延・無

購入）申）書」に記載された必要となる証紙枚

数下上となっているか確認してください。 
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発注者へ提）す

る際は、添付資

料も併せて提）

してください。 

10 

10 0 

10 

 

✓ 

 

元請業者は、他の退職金制度の加

入・適用がない「請業者に対して、

建退共制度の適用工事である旨を周

知するとともに、建退共事業本部ホ

ームページに掲載されているパンフ

レットを活用する等により、加入促

進を図るようにしてください。 

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/siryou/siryou01.html
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/siryou/siryou01.html
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/siryou/siryou01.html
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購入した（又は余

剰）証紙の枚数下内

に収まっているか確

認してください。 
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・ 「請業者へ適切に出）されているか、施工体系図により確認してください。 

・ 出）（貼付）実績のない「請業者については、建建設業退職金共済制度加入

労働者数報告書（建退共事務受託様式６号）」により、出）（貼付）実績が

ない理由（他の退職金制度に加入している等）を確認してください。 


